
消防団資機材（事務局管理分）の貸出について 
 

桜井市消防団では訓練用資機材の貸出を行っています。希望される分団、部は、

下記事項を確認の上、消防団事務局にお問い合わせください。消防団の訓練、研

修、地元での活動などにぜひご活用ください。 
 

対象 桜井市消防団 ※分団・部単位で貸出 
 

申請方法 事務局に連絡の上、借用書を提出 
 

貸出資機材一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

・貸出期間、個数の制限はありませんが、できるだけみなさんで活用できるようご協力ください 

・資機材によっては、専門的な知識が必要なものもあります。取扱いには十分ご注意ください。 

・貸出資機材は市役所倉庫に保管しています。事前に現物の確認も可能です。 

・不明な点は、事務局にお問い合わせください。 

［問い合わせ先］ 
桜井市消防団事務局（桜井市危機管理課） 

0744-42-9110 

消防団活動に、 

活用してください！！ 


